
・平成30年9月6日3時7分、胆振地方中東部でマグニチュード6.7の地震が発生し、厚真町で震度7、
 安平町、むかわ町で震度6強、札幌市東区、千歳市、日高町、平取町で震度6弱を観測
・同日3時25分、北海道全域の約295万戸が停電（ブラックアウト）
【震度分布図】　9月6日 3時7分の地震　M6.7（最大震度7） 【日別地震回数】

平成30年北海道胆振東部地震への対応

■　地震の概要

［引用元：気象庁資料］　

■　被害状況　（平成31年3月31日現在）

■　主な経過

自治体名
人的被害（人） 住家被害（戸）

死亡 負傷 全壊 半壊

北海道 ※　43 782 469 1,660

主
な
被
災
市
町

厚真町 36 61 224 318

むかわ町 1 274 33 148

安平町 0 17 93 357

苫小牧市 2 24 0 5

日高町 0 36 3 54

新ひだか町 1 4 0 0

札幌市 3 295 97 726

江別市 0 5 1 23

千歳市 0 11 1 1

北広島市 0 7 17 20 項目 最大 現在

避難箇所  128 市町村  768 箇所   なし

避難者数  13,111 人（最大避難者数）   なし

■　避難状況

地震関係 停電関係 計

1,485億円　　 163億円 1,648億円

■　被害額

厚真町 吉野地区（山腹崩壊）

■　人的被害・住家被害

月日 被災地や国などの動き 北海道災害対策本部の状況

9/6 03:07　胆振地方中東部でM6.7の地震が発生
03:09　官邸対策室設置
03:10　総理指示

03:25　北海道全域の約295万戸が停電
　　　（大規模停電：ブラックアウトに至る）

05:00　北電が非常対策本部会議を開催
05:15　緊急消防援助隊が活動開始

06:10　内閣府情報先遣チームが北海道に向け出発

07:37　政府が関係閣僚会議開催

15:30  気象庁が厚真町において道内初となる震度7を観測していた　
　　　 ことを発表

23:00　政府現地連絡調整室設置

03:09　北海道災害対策本部設置　　　

03:17　知事が危機管理監に電話で初動対応を指示

04:00　災害対策本部に指揮室を設置
04:08　危機管理監が知事に電話で対応状況等を報告
05:00　北電に対し停電状況を照会
05:15　北電に対し指揮室への参集を要請
05:35　全戸停電を確認
06:00　道から陸上自衛隊北部方面総監部に災害派遣要請

07:00　第1回災対本部員会議［以下 本部員会議］
　　　 被害報第1報（心肺停止1）
07:43　知事記者会見
09:38　道リエゾン厚真町到着
11:00　苫小牧埠頭㈱倉庫を物資集積拠点に決定
15:00　災害救助法を179全市町村に適用
　　　 第2回本部員会議
　　　 被害報第4報（死亡4 心肺停止3 行方不明31）
19:45　知事記者会見
22:00　被害報第6報（死亡5 心肺停止4 安否不明28）

9/7

22:00　全道各地での避難者数がピークとなる（585箇所 13,111
人）
✓　　 新千歳空港発着の国内線が運航を再開
✓　　 自衛隊の輸送によりプッシュ型支援開始
✓　　 災害ボランティアセンターが開設

05:30　被害報第7報（死亡8 心肺停止5 安否不明26）
16:00　第3回本部員会議
19:45　知事記者会見
22:00　被害報第10報（死亡18 心肺停止2 安否不明19）
✓　　 知事が北部方面総監と被災地を視察
✓　　 道の避難所運営支援開始

9/8 00:13　概ね道内全域に電力供給
     （停電発生から約45時間後） 16:30　第4回本部員会議

22:00　被害報第14報（死亡35 心肺停止2 安否不明3）

9/9 ✓　　 安倍総理が被災地を視察（知事同行）
✓　　 JMAT（日本医師会災害派遣医療チーム）活動開始
✓　　 道内市町村からの避難所運営支援開始

17:30　第5回本部員会議
19:30　知事記者会見
22:00　被害報第18報（死亡39 安否不明1）

9/10 ✓　　 避難所に段ボールベッドの設置開始 17:30　第6回本部員会議
21:00　被害報第21報（死亡41）

9/11 ✓　　 JRAT（北海道災害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾁｰﾑ）、DPAT（災害派遣精神医
　　　 療ﾁｰﾑ）、DHEAT災害時健康危機管理支援ﾁｰﾑ）活動開始

11:30　知事記者会見
16:18　知事記者会見
17:00　第7回本部員会議
✓　　 知事、札幌市長らが節電を呼びかける街頭啓発を実施

9/13 ✓　　 激甚災害指定見込み公表 17:30　第8回本部員会議

9/14 ✓　　 被災地でボランティアによる支援活動が本格化 ✓　　 道の物資集積拠点を北広島（ヤマト運輸）へ移転
✓　　 道が札幌市、北広島市及び厚真町に被災者生活再建支援法
　　　 を適用

9/16 17:45　第9回本部員会議
✓　　 建設型応急仮設住宅の確保について、当面の方針(1期,2期)

       を3町と合意

9/19
✓　　 臨時災害FM局「むかわ さいがいｴﾌｴﾑ」開局

17:30　第10回本部員会議
✓　　 道が安平町及びむかわ町に被災者生活再建支援法を適用

9/20 ✓　　 臨時災害FM局「あつま さいがいｴﾌｴﾑ」開局

9/25 ✓　　 厚真町、安平町、むかわ町で応急仮設住宅建設開始

9/26 ✓　　 大規模な土砂崩れが発生した厚真町幌内に、気象台が臨時
　　　 の雨量計を設置

17:40　第11回本部員会議
✓　　 道が被災者生活再建支援法の適用を179全市町村に拡大

9/28 ✓　　 政府が北海道胆振東部地震を激甚災害に指定

9/29 ✓　　 安平町で断水が全面復旧

10/4 ✓　　 全ての停電（厚真町）が解消

10/5 18:00　第12回本部員会議

10/9 ✓　　 全ての断水（厚真町）が解消

10/15 ✓　　 災害対策本部指揮室廃止

11/1 17:40　第13回本部員会議

11/15 ✓　　 天皇・皇后両陛下が被災地を視察

11/22

11/30 ✓　　 安平町の避難所が全て閉鎖

12/6 ✓　　 厚真町の避難所が全て閉鎖

12/21 ✓　　 むかわ町の避難所が全て閉鎖
✓　　 道内すべての避難所が閉鎖

12/28 ✓　　 災害対策本部廃止

※ 災害関連死2人（札幌市）を含む

区分 供給戸数

建設型応急仮設住宅

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ1期工事 130戸
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ2期工事   78戸
寄宿舎型(ﾓﾊﾞｲﾙﾊｳｽ)1箇所(むかわ町36名)
ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ･ﾓﾊﾞｲﾙﾊｳｽ 25戸

福祉仮設住宅 2箇所(厚真町108名､安平町36名)
借上型応急仮設住宅 173世帯(H31.3.31現在)

＜応急仮設住宅の供与状況＞

■　避難者数と停電・断水の推移

項目 最大 現在

電　気 停電 295万戸（道内全域） なし

水　道 断水 44市町村　68,335戸 なし

道　路

通行止め
　国道       4路線 4区間
　道道      14路線20区間
　高速道路 4路線 6区間

通行止め
　国道　なし
　道道  2路線2区間
　高速道路　なし

空　港
新千歳：国内線・国際線
　　　　    全便欠航
その他：一部欠航

　　　通常運航

鉄　道 在来線・新幹線 全面運休 　　　　　通常運行

■　ライフライン

むかわ町（建物倒壊） 安平町（斜面崩落）

令和元年（2019年）5月
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■　災害対応

北海道災害対策本部（9/6 3:09設置～12/28廃止）
［本部長：知事］

◇ 体制確立、災害応急対策、災害復旧

［道内防災関係機関］
自衛隊､道警察､道教
委､総合通信局､厚生
局､農政事務所､森林
管理局､経済産業局､
産業保安監督部､開
発局､運輸局､地方測
量部､気象台､海上保
安本部､地方環境事
務所､防衛局､日赤､
NTT東日本､ドコモ､
KDDI､ソフトバンク 
北海道電力  ほか

本部員会議(部長等)
・被害状況の確認
・対策方針の決定

・通信網、電力施設、停電、上下水道、JR等交通
 の状況把握（ライフライン・公共交通機関班）

・救出救助活動の総合調整（救出・救助班）

・医療救護の把握やDMATとの調整等（応急医療班）

・避難所等への物資の調達（避難者対策班）

・物資輸送の調整や職員の派遣等（応援・受援班）

・被害情報等の把握や集約、提供（情報班）

・道路の被害状況等の把握（道路交通・河川班）

・総括的な指揮や報道対応（統括・広報班）

リエゾン派遣等

指揮室において道、国、防災関係機関が一同
に会し、情報共有を図り、応急対策等を実施

連携・協力

リエゾン
派遣等

［中央省庁等］
内閣府(防災)､総務
省､文部科学省､厚生
労働省､経済産業省､
国土交通省､環境省､
防衛省､消防庁､林野
庁､ISUT(災害時情報集
約支援チーム)､東北地
方7県 ほか

・職員24時間体制(2名常駐)
 ＊災害情報の受信・連絡
・職員の非常参集

地震発生
9/6　3:07

震度６弱以上
の場合設置

北海道災害対策本部指揮室（9/6  4:00設置～10/15廃止）
［指揮室長：副知事 道庁地下１階危機管理センター］

◇ 初動対応の指揮命令（情報収集・救出救助応急対策等）

災害対策本部員会議

救出救助活動の状況（厚真町幌里地区）

 厚真町物資搬入拠点
(厚真ｽﾀｰﾄﾞｰﾑ)

関係機関等に
よる海上輸送

入間から航空
自衛隊機で空輸

9/7 内閣府にプッシュ型支援調整会議設置
9/7 苫小牧倉庫業協会との協定により
    苫小牧埠頭(株)に道集積拠点を設置
9/7 道職員、農政事務所職員を派遣
9/7 プッシュ型支援の開始

9/14 道トラック協会との協定を活用
   し会員企業であるヤマト運輸㈱
   に道集積拠点を移設
9/15 ヤマト運輸により配送開始
   プル型支援の開始

 千歳基地

安平町
 厚真町
    むかわ町

一次集積拠点
（苫小牧市）

災害対策本部指揮室の状況

・被災町の社会福祉協議会（社協）が、町役場と連携し、北海道災害ボランティア
 センター（道社協）や他市町村社協等の支援を受けながら、災害ボランティアセ
 ンターを設置・運営
・町の災害ボランティアセンターでは、住民のニーズを把握し、個人や団体ボラン
 ティア（のべ12,882人）を受け入れ、個人宅での家財等の片付け、給水支援、
 避難所での炊き出し支援、戸別訪問によるニーズ調査支援、災害ゴミの片付け・
 運搬などを実施

区 分 厚真町 安平町 むかわ町 計

ボランティア数(のべ) 4,780 4,999 3,103 12,882

市町村社協
職員派遣

人数(のべ) 399 264 405 1,068

社協数 41 27 34 102

道社協職員派遣人数(のべ) 40 34 32 106

種別 のべ人数 種別 のべ人数

DMAT（災害派遣医療チーム） 340 健康相談班（避難所の健康相談等）  264

JMAT（日本医師会災害医療チーム）

 JRAT（北海道災害リハビリテーションチーム）

 326 歯科医療救護活動チーム（道歯科医師会等）  170

医薬品管理・服薬管理活動（北海道薬剤師会）   18

その他医療救護活動チーム（日赤・国立病院機構）  493 災害支援ナース（北海道看護協会）   62

DPAT（災害派遣精神医療チーム）   12 保健所機能支援班（医師、獣医師、保健師等）   48 

心のケアチーム  106 ＤＣＡＴ（災害派遣ケアチーム）   72

・「東胆振東部３町医療救護保健調整本部」(本部長:苫小牧保健所長)を厚真町総合福祉センター内に設置

被災町 支援県
現地支援

職員
リエゾン のべ人数

厚真町

青森県 671 96 767

山形県 173 31 204

福島県 490 36 526

小計 1,334 163 1,497

安平町

岩手県 722 49 771

新潟県 495 5 500

小計 1,217 54 1,271

むかわ町

秋田県 193 6 199

宮城県 289 9 298

小計 482 15 497

計 3,033 232 3,265

派遣先
現地支援職員 技術的

支援
のべ人数

災対本部 避難所 罹災証明 リエゾン 連絡員 小 計

厚真町 85 3,483 97 122 0 3,787

1,384 8,211
安平町 28 1,184 70 80 0 1,362

むかわ町 27 1,371 65 155 0 1,618

その他の
市町村

0 0 0 60 0 60

物資集
積拠点

0 0 0 0 44 44 0 44

計 140 6,038 232 417 44 6,871 1,384 8,255

派遣先 のべ人数

厚真町 1,612

安平町 1,023

むかわ町 1,190

日高町 28

計 3,853

・被災町災害対策本部及び避難所の運営支援､罹災証明書の交付支援､リエゾン､技術的支援(土木､水道等)､物資集積拠点の連絡員
＜北海道職員＞ ＜道内市町村職員＞ ＜東北地方7県(含む県内市町村)職員＞

平成31年3月20日時点

平成31年3月31日現在

（北海道及び道内市町村はH30.9.6～H31.1.18、東北地方7県はH30.9.6～10.7）

消防
・12都県から、緊急消防援助隊が出動。のべ2,632人の隊員が活動。
・道内33消防本部から、道内広域応援隊が出動。のべ1,537人の隊員が活動。
 ＜活動内容＞救出救助活動、安否確認活動、被害状況確認、人員搬送、映像転送、被災調査等

警察
・2管区1方面16都県から、警察災害派遣隊が出動。のべ約3,800人の隊員が活動。
・全道の警察署から、のべ約3,800人の警察官が活動。
 ＜活動内容＞救出救助活動、被災地のパトロール、避難所の巡回相談、交通整理等

自衛隊

・北海道知事からの災害派遣要請により、陸上、海上、航空各自衛隊員が出動。
・のべ約200,000人の隊員が活動。
 ＜活動内容＞救出救助、給水・給食・入浴支援、道路啓開、物資輸送、電力・燃料供給、医療･
       防疫などの支援等

海上
保安庁

・巡視船艇・航空機等による活動を実施。
・のべ約2,000人の海上保安官が活動。
 ＜活動内容＞救出救助活動、被害状況調査、人員搬送、住民支援等

国土
交通省

・北海道開発局、気象台及び全国の各地方整備局等からＴＥＣ－ＦＯＲＣＥを派遣。
・のべ3,064人の隊員が活動。
 ＜活動内容＞道路啓開、土砂撤去、河川・道路被災状況調査、二次災害防止のための技術的助言
       物資輸送、給水･入浴等支援、燃料供給等

9月6日～10日の救出救助状況(救出者数 147人)

被災市町村における支援の状況

自衛隊による給水支援

医療・保健衛生活動の状況

災害ボランティアの状況

救出救助活動の状況（厚真町吉野地区）

のべ 15,373人

のべ 14,056人のべ  1,911人

 主な支援物資
 水､野菜ｼﾞｭｰｽ､その他飲料､ﾊﾟﾝ､ご飯
 缶詰､ｶｯﾌﾟ麺､ﾚﾄﾙﾄ食品､粉ﾐﾙｸ､その
 他食料､携帯用充電池､乾電池､衣類､
 毛布､段ﾎﾞｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ､洗濯機､乾燥機､
 暖房器具､携帯用ﾄｲﾚ､生活用品など


